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企業誘致等に関する特別委員会会議録 

 

令和７年１０月２８日 火曜日 

  午後２時０９分開議 

  午後２時３１分閉議（実時間１９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．正・副委員長互選について 

１．決算議案継続審査について 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  田 方 芳 信 君 

副委員長  野 﨑 伸 也 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  小 川 貴 史 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  木 村 博 幸 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

 

※欠席委員 山 本 幸 廣 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

                    君 

                              

○記録担当書記     小 谷   匠 君 

            栗 山 大次郎 君 

 

○議事調査係主査（小谷 匠君） 皆さん、こ

んにちは。企業誘致等に関する特別委員会の書

記を担当いたします小谷と栗山です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 当委員会設置後の初の委員会でありますの

で、委員長が互選されるまでの間、委員会条例

第１０条第２項の規定により年長委員が臨時に

委員長の職務を行うことになっております。出

席委員中、橋本幸一委員が年長の委員でありま

すので御紹介申し上げます。 

 では、橋本幸一委員、委員長席のほうへお願

いいたします。 

○年長委員（橋本幸一君） 改めまして、皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）ただいま御紹介いただきました橋本幸一で

ございます。年長のゆえをもちまして、委員会

条例第１０条第２項の規定により、私が臨時に

委員長の職務を行います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

（午後２時０９分 開会） 

                              

◎正・副委員長互選について 

○年長委員（橋本幸一君） それでは、定足数

に達しましたので、ただいまから企業誘致等に

関する特別委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会についてでありますが、

先ほどの本会議において、特定事件であります

企業誘致等に関する諸問題の調査のため、本件

の調査が終了するまでの間、本特別委員会設置

が議決されたことに伴い、正副委員長の互選を

行うものであります。 

 これより委員長の互選を行います。 

 お諮りいたします。委員長の互選は、本来な

らば投票によるのが原則でありますが、指名推

選の方法によることもできます。いかがいたし

ましょうか。（委員野﨑伸也君「指名で」と呼

ぶ） 

 ただいま指名の発言がありましたが……（委

員成松由紀夫君「投票でお願いします」と呼

ぶ） 

 しばらく小会いたします。 

（午後２時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１３分 本会） 
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○年長委員（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 それでは、委員長の互選は投票により行いま

す。 

 なお、無効票の件でありますが、議会が行う

選挙においては、公職選挙法第６８条の２の規

定の適用がありませんので、同一の氏または名

の者が２名以上ある場合において、その氏また

は名のみを記載した投票は無効であります。 

 また、投票の結果、得票が同数の場合はくじ

で定めることになっております。 

 委員会室の閉鎖を命じます。 

（委員会室閉鎖） 

○年長委員（橋本幸一君） ただいまの出席委

員は９人であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

（投票用紙配付） 

○年長委員（橋本幸一君） 配付漏れはありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○年長委員（橋本幸一君） 投票箱の点検を願

います。 

（投票箱点検） 

○年長委員（橋本幸一君） 順次投票を願いま

す。 

（各員投票） 

○年長委員（橋本幸一君） 投票漏れはありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○年長委員（橋本幸一君） 投票を終了いたし

ます。 

 委員会室の閉鎖を解きます。 

（委員会室開鎖） 

○年長委員（橋本幸一君） 開票を行います。 

 会議規則第１２７条において準用する同規則

第３１条第２項の規定により、立会人に、野﨑

委員、小川委員、成松委員の３名を指名いたし

ます。 

 立会人の立会いをお願いいたします。 

（開票） 

○年長委員（橋本幸一君） 選挙の結果を報告

いたします。 

 投票総数９票。これは出席委員数に符合いた

しております。 

 このうち、有効投票数９票、無効投票数、０

票。 

 有効投票中、田方委員６票、橋本委員２票、

金子委員１票。 

 以上の結果、有効投票の最多数を得られまし

た田方委員が委員長に当選されました。 

 委員長に当選されました田方委員から就任の

御挨拶をお願いいたします。 

 委員長と交代いたします。 

○委員長（田方芳信君） 改めまして、皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）ただいま選挙で委員長に就任しました田方

でございます。今後とも精いっぱい頑張ってい

きたいと思っておりますので、今後とも御協力

のほどよろしくお願いいたします。 

 副委員長互選のため、しばらく小会します。 

（午後２時１９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２０分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 それでは、副委員長の互選を行います。 

 お諮りします。 

 副委員長の互選は、本来ならば投票によるの

が原則でありますが、指名推選の方法によるこ

ともできます。いかがいたしましょうか。 

○委員（成松由紀夫君） 選挙で。 

○委員長（田方芳信君） それでは、副委員長

の互選は投票により行います。 

 なお、無効票の件でありますが、議会が行う

選挙においては、公職選挙法第６８条の２の規

定の適用がありませんので、同一の氏または名

の者が２名以上ある場合において、その氏また

は名のみを記載した投票は無効であります。 
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 また、投票の結果、得票が同数の場合はくじ

で定めることになっております。 

 委員会室の閉鎖を命じます。 

（委員会室閉鎖） 

○委員長（田方芳信君） ただいま出席委員は

９人であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

（投票用紙配付） 

○委員長（田方芳信君） 配付漏れはありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 投票箱の点検を願い

ます。 

（投票箱点検） 

○委員長（田方芳信君） 順次投票を願いま

す。 

（各員投票） 

○委員長（田方芳信君） 投票漏れはありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 投票を終了いたしま

す。 

 委員会室の閉鎖を解きます。 

（委員会室開鎖） 

○委員長（田方芳信君） 開票を行います。 

 会議規則第１２７条において準用する同規則

第３１条第２項の規定により、立会人に、野﨑

委員、小川委員、成松委員の３名を指名いたし

ます。 

 立会人の立会いをお願いします。 

（開票） 

○委員長（田方芳信君） 選挙の結果を報告い

たします。 

 投票総数９票。これは出席委員数に符合して

おります。 

 このうち、有効投票数９票、無効投票数０

票。 

 有効投票中、野﨑委員６票、金子委員３票。 

 以上の結果、有効投票の最多数を得られまし

た野﨑委員が副委員長に当選されました。 

 副委員長に当選されました野﨑委員から、就

任の御挨拶をお願いします。 

○副委員長（野﨑伸也君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）副委員長

を拝命しました野﨑伸也です。 

 企業誘致用地、そして新八代駅周辺の整備

は、非常に大事な問題というふうに捉えており

ます。皆さんとしっかり議論していきたいとい

うふうに思っていますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○委員長（田方芳信君） それでは、今後の委

員会運営について協議を行いたいと思います。 

 本委員会においては、特定事件であります企

業誘致等に関する諸問題の調査について、調査

を進めてまいります。企業誘致用地の整備や新

八代駅周辺の整備については、前期において特

別委員会が設置され、調査を進められておりま

した。そのような中、企業誘致用地について

は、県による工業団地の整備が決まり、また、

新八代駅周辺整備については整備方針を見直

し、民間の活力を活用し検討を進めるとの方向

性が示されたところでございます。 

 県営工業団地や新八代駅周辺、さらには学校

の跡地等、本市への企業誘致等に関しまして

は、本市にとって特に重要な事件であり、集中

して審査、調査する必要があることから、本特

別委員会が設置されたところでございます。こ

れにより当該案件の審査権は本特別委員会に移

り、各常任委員会の権限は停止され、その期間

は審査が終了するまでの間でございます。 

 そこで、本特別委員会はこれらに関する予

算、事件等を審査するとともに、特定事件につ

いて適宜委員会を開催し、調査することといた

したいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（田方芳信君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎決算議案継続審査について 

○委員長（田方芳信君） 次に、本日配付され

ました付託表のとおり本委員会に付託されまし

た議案第９３号・令和６年度八代市一般会計歳

入歳出決算中、当委員会関係分の決算議案１件

を議題といたします。 

 まず、決算議案の審査の進め方等について

は、前年と同様に主要な施策の成果に関する調

書に基づいて調査を行うこととし、調査日程に

ついては、令和７年１１月５日水曜日と、予備

日として１１月１２日水曜日で行いたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 また、今回の決算審査に当たりまして、タブ

レット端末に審査の進め方や決算の意義、用語

の説明などを記載した資料等を格納しておりま

すので、次回の委員会までに御一読いただき、

参考にしていただきたいと思います。 

 ほかに何かありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） １２日ですか。 

○委員長（田方芳信君） １１月５日です。令

和７年１１月５日水曜日と、予備日が１１月１

２日です。 

○委員（成松由紀夫君） １２日は予備という

ことですね。 

○委員長（田方芳信君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） 承知しました。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 次に、閉会中の継続

審査及び調査の申出についてお諮りいたしま

す。 

 当委員会に付託されております決算議案１件

及び特定事件であります企業誘致等に関する諸

問題の調査については、なお審査及び調査を要

すると思いますので、引き続き閉会中の継続審

査及び調査の申出をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 次の委員会は、１１月５日水曜日午前１０時

開会となっておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 これをもって企業誘致等に関する特別委員会

を散会いたします。 

（午後２時３１分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和７年１０月２８日 

企業誘致等に関する特別委員会 

委 員 長 


